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外国人とともに
ダイバーシティ経営へ

注：留学生がアルバイトをするには、入国管理局で「資格外活動許可」を取る必要がある（長期休暇中を除き週 28 時間以内）。
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㈲人事・労務パートナー／
行政書士／
903シティファーム
推進協議会委員長

明治学院大学国際学部卒業
後、総合物流会社を経て行
政書士として独立。NPOの設
立支援や運営サポートなどコミ
ュニティ創りを支援している。
次代に持続可能な農と食を残
していくため903シティファーム
推進協議会を自ら設立。次世
代の農業経営者を応援する
「ローカルとつながる田心マル
シェ」も開催。

　グーグル検索が国ごとにカスタマイズされてい
ることを皆さんはご存じですか。農業に対するイ
メージが外国人労働者と経営者との間で乖離がと
てつもなく大きく、ときにまったく違うものを指
していたとしたら、何が起きるでしょうか。
　同じものを見ているのに、同じように認識され
ない。おそらく日常のコミュニケーションが困難
になり、様々な誤解が生まれることでしょう。大
きなトラブルに発展する可能性もあります。
　多様な人材をマネジメントしていくには CQ

（Culture Intelligence：違う文化の人とともに
問題を解決し、目的を達成することができる力＝
文化の知能指数）が必要だと言われています。①
権力との関係、②個人と集団の関係、③男性・女
性に期待される役割の違いと動機づけ要因、④知
らないこと・曖昧なことへの対応、⑤将来への考
え方、⑥人生の楽しみ方。CQ では、こういった「6
つの人間社会にある普遍的な課題」を指標から価
値観の異なり（文化）を数値化します。
　当該外国人と経営者・組織の価値観の違いを認
識したうえで、多様性を活かすマネジメントを実
現し、より事業発展へと繋げていただければと思
います。

文化が異なる人を受け入れるために
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③ 特定技能外国人と同様の業務に従事する労働者を非
自発的に離職させていない。

④ 雇用契約において日本人と同等の報酬を支払う。
⑤ 法務省令で定めた基準に適合する「支援計画」の作

成・支援の実施。
⑥ 契約期間が満了した外国人の出国を確保するための

措置があること。等
■農業分野に対して特に課す条件
①労働者を一定期間以上雇用した経験がある経営体。
② 農水省が組織する「農業特定技能協議会」（仮称、

以下「協議会」と略）」に参加し、必要な協力を行なう。
③ 農水省の調査または指導に対し必要な協力を行なう。
④ 登録支援機関に支援計画の実施を委託するにあたっ

ては、協議会に対し必要な協力を行なう登録支援機
関に委託する。

■農業分野の外国人派遣雇用
　特定技能は原則直接雇用とされており、複数の受け
入れ機関に所属することもできません。しかし農業で
は、冬場作業ができないなど季節による繁閑がありま
す。同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の
農作業のピーク時が異なります。こうした特性を踏ま
え、農業では派遣形態の契約が認められています。農
繁期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通
といった農業現場のニーズに対応できるようにします。

　今年 5 月の「留学生の就職支援のための法務省告示」
は、外国人留学生の日本国内での就職率を現状の３割
から５割に向上させることを目指しています。そこで
設けられたのが在留資格「特定活動」です。
　飲食店・小売店等でのサービス業務や製造業務、農
業での生産等が主な場合、これまで就労目的の在留資
格が認められていませんでした。しかし民間企業等に
おいては、インバウンド需要の高まりや、日本語能力
が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役と
しての期待もあります。大学・大学院において広い知
識を修得し、高い語学力を有する外国人留学生は、幅
広い業務において採用ニーズが高まっています。これ
らのニーズを踏まえ、日本の大学卒業者が日本語能力
を活かした業務に従事するにあたっては、その業務内
容を「特定活動」として広く認めることとしました。

　入管法改正により、実務経験必要なし・学歴要件な
しの新たな在留資格「特定技能 1 号」と「特定技能 2
号」が設けられ、2019 年 4 月から施行されました。
さらに 19 年 5 月 30 日、「留学生の就職支援のため
の法務省告示」があり、大学を卒業する留学生が就職
できる業種の幅を広げ、ときに単純労働も妨げない「特
定活動」が設けられました。出入国在留管理庁が発表
する資料「在留資格『特定技能』について」では「地
方で就労することのメリット」まで触れています。

（１）特定技能1号
「相当程度の知識または経験を要する技能」を持つ外
国人が対象。具体的には、業種ごとに所轄官庁が定め
る特定技能評価試験および日本語検定試験に合格した
者、または技能実習制度がある業種において 3 年の修
了者に対して在留資格が与えられます。
　農業における外国人雇用の主流であった技能実習制
度では、耕種農業：3 作業（施設園芸／畑作／野菜ま
たは果樹）、畜産農業：3 作業（養豚／養鶏／酪農）
に細分化されていますので、2 職種各 3 作業のうちの
一部の実習修了でも、実習者が属していた職種作業に
よって、特定技能「農業」の耕種・畜産、いずれかに
当てはまる職種に就くことができます。
☞ 特色＝在留期間は通算 5 年／家族の帯同は認めない

／同分野での転職は可能 
（２）特定技能2号
　さらに高度な試験に合格し、熟練した技能を持つ人
には「2 号」を与えるとしています。
☞ 特色＝ 1 ～ 3 年ごとなどの期間の更新ができる／

更新時の審査を通過すれば更新回数に制限はなく事
実上の永住も可能／配偶者や子どもなどの家族の帯
同も認める

※ 永住権の獲得も可能なことから、業種がかなり限定
されていて、制度開始から２年後、「建設」「造船・
舶用」の２業種で導入する予定になっています。

①フルタイムの直接雇用（農業および漁業は派遣可能）。
② 雇用契約締結日前５年以内に労働法・社会保険法は

じめ諸法令に違反していない。

▶農業での外国人雇用――改正入管法のポイント◀

注目の「特定技能1号・2号」とは？

「特定技能」外国人の雇用条件

単純労働も妨げない「特定活動」を新設


